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（資料３）

公共施設のあり方検討委員会
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H21.7

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

大人 ２００(団体160)

大学生・高校生 １００(団体80)

中学生以下 無料

障害者・介護者 無料

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

20年度（決算見込額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

10,833 7,269 7,526 9,522 10,631

博物館観覧料 8,763 6,148 6,557 8,369 8,953

行政財産使用料 198 17 6 37 30

雑収入(図録販売収入他) 1,872 1,104 963 1,116 1,648

273,502 258,184 254,540 254,419 276,152

人件費（常勤職員）※ 169,724 152,909 150,244 147,886 164,821

人件費（非常勤職員）※ 26,771 26,580 26,380 28,661 28,621

歴史博物館運営 49,243 52,235 49,284 49,740 52,086

博物展示 20,989 19,773 22,584 19,197 24,574

教育普及 2,442 2,376 2,094 2,625 2,748

調査研究 4,333 4,311 3,954 6,310 3,302

-262,669 -250,915 -247,014 -244,897 -265,521

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)

収支の主な増減理由

支 出（②）

収 支（①－②）

群馬県立歴史博物館

文化振興課

区 分

収 入（①）

博物館法に基づき、群馬県の歴史の変遷と発展に関する資料を収集・保管・展示して、県民の利用に供し、老若男女
の県民の教養を高め、かつ群馬県の歴史と文化を調査・研究・学習しようとしているあらゆる人のために資する様々
な事業を行い、もって群馬県の教育、学術及び文化の大いなる発展に寄与することを目的としている。

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

社会教育法、博物館法、群馬県立歴史博物館の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

延べ床面積 7,348.85㎡、地上3階・地下1階

２，０６６，６４０千円

■直営 □指定管理者

昭和54年10月21日

１１，８００㎡（群馬県）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

19 20 19 19 21

11 11 11 12 12

30 31 30 31 33

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

98,025 87,788 98,097 101,608 108,693

有料利用者数（人） 24,503 19,889 21,524 25,092 28,049

無料利用者数（人） 73,522 67,899 76,573 76,516 80,644

100,000 100,000 100,000 100,000

※１ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※２ 施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

１ 近代美術館や群馬の森と連携した事業の推進
２ 調査研究事業の充実

利用者の主な増減理由
利用者の減少については、小・中学校等の生徒数の減少、隣接する近代美術
館の工事による休館等様々な要因があるとみられる。

目標利用者数（人）※１

区 分

年間利用者総数（人）

施設稼働率（％）※２

稼働率対象施設（設備）

常勤職員

非常勤職員

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

１ 施設・設備の老朽化（屋根・壁等の雨漏り、虫の侵入、消火栓配管からの漏水、空調設備能力の低下等）
２ 企画展示室・収蔵庫等の狭隘化、体験学習や民俗部門展示スペースの不足
３ 設備上の隘路の発生（観覧者以外の利用者が自由に使えるトイレがない、天井パネルの耐震上の問題等）
４ 常設展示の陳腐化（少しずつ資料の入れ替えや映像展示の取り入れなどを行っているが、常設展示は変わ
らないとのイメージが定着している。）

１ 社会教育施設として、子どもたちの体験学習から大人たちの生涯学習に至るまでの県民の多様なニーズを
支援する学習プログラムを用意し、また、小中高・特別支援学校等の学校教育との連携を強化した群馬の歴史
と文化についての学習センターとして充実していくこと。
２ 県民の世代交代と少子化という大きな趨勢のなかで、群馬県の歴史と文化財をしっかり保全・保存していくた
めの恒常的なセンターとしての役割を一層強めていくこと。
３ 当館の所蔵する膨大な考古・歴史・民俗・美術の資料を整理・公開し、展示から資料閲覧に至るまでの多様
な県民のニーズに応えられる、歴史資料公開センターとして成長していくこと。
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H21.1

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

常設展示（一般） 200

〃 （団体） 160

企画展示（一般） 400

〃 （団体） 320

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

2,626 2,444 3,797 4,877 4,484

観覧料 1,800 1,299 1,775 1,668 1,421

施設使用料 264 397 715 1,185 1,321

施設使用光熱水費 126 115 306 573 565

その他（書籍等販売） 436 633 1,001 1,451 1,177

175,535 164,848 165,582 175,082 182,527

人件費（常勤職員）※ 100,140 90,624 88,843 98,607 96,647

人件費（非常勤職員）※ 16,668 16,443 16,402 15,639 16,431

管理・事業費 58,727 57,781 60,337 60,836 69,449

-172,909 -162,404 -161,785 -170,205 -178,043

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

鉄筋コンクリート２階建て ３,１７１㎡

２,７３１,２９２千円

支 出（②）

収 支（①－②）

収支の主な増減理由

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

社会教育法、博物館法、群馬県立土屋文明記念文学館の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

群馬県立土屋文明記念文学館

文化振興課 ■直営 □指定管理者

平成8年7月11日

［収入減の理由］
・館内レストランの撤退 ・図録等の販売単価の低価格・群馬文学全集の販売
終了（完売）

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者） ２,４６５.６１㎡(高崎市）

建物規模（延べ床面積、階)

１ 土屋文明の業績を記念し、文学に関する県民の理解を深め、もって教育、学術及び文化の発展に寄
与する。
２ 群馬県出身または群馬県ゆかりの文学者に関する文学資料を収集・保存、調査・研究し、その成果を
開示・公表するとともに文学に関する教育・普及活動を行う。
３ 文学に関する文化財を保護する。

設置年月日

建設費（単位：千円）

区 分

収 入（①）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

10 10 10 11 11

9 9 9 8 8

19 19 19 19 19

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

21,098 18,666 23,979 30,921 30,746

有料利用者数（人） 4,756 4,003 5,402 6,179 5,926

無料利用者数（人） 16,342 14,663 18,577 24,742 24,820

※１ 見込数を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

１ 観覧や教育・普及活動のために来館する県民のための当館専用の駐車場がない。
２ 幼い子どもにも、文学の素晴らしさや楽しさを伝える必要がある。

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

１ 有史以来の「紙」文化の収集は時機を失すると消滅してしまう。また、県民から託された文学文化
財の保存には適切な状態を持続する必要がある。文学館の展示や研究紀要を見て、県内外の研究
者等から貴重な資料の寄贈が急増し、収蔵庫・書庫のスペース不足が深刻である。
２ 建物の外壁を中心に、風化や汚れが進んでいる。
３ 土屋文明を中心とした常設展示室が総合文学館としての現状と合っていない。

利用者の主な増減理由
開館して１２年目を迎え常設展示の土屋文明に関する観覧者が一巡したこと、
企画展示においては、著名な文学者の展示ができなくなり、展示規模も小さく
なっていることが利用者減少の理由である。

目標利用者数（人）※２

区 分

１ 本館は 群馬ペンクラブをはじめとする県内の多くの文学関係者から「群馬県立近代文学館」建設
の強い要望を受けて建設された群馬県の総合文学館であるが、土屋文明個人の記念館と誤解され
ることが多く、実態との乖離がある。
２ 著名な文学者はもちろん、無名な文学者であっても、収集・保存、調査・研究を継続的に実施し、
県民にそれを提供していく公的文学館の使命を果たしていきたい。
３ 本館の文学研究のみならず、県内外の一般から専門家までの研究活動を支援するため、必要な
資料の収集を今後も継続する必要がある。
４ 文学資料の有効活用のために、来館者以外へのサービスの拡大を行う必要がある。

年間利用者総数（人）

稼働率対象施設（設備）

施設稼働率（％）※３

非常勤職員

常勤職員
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H21.5

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

一般 500（団体400）

高・大学生 300（団体240）

中学生以下 無料

障害者・介護者無料

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

41,645 38,412 40,063 46,278 49,125

博物館入館料 36,500 35,593 37,059 32,413 33,688

施設使用料 1,458 1,243 1,364 3,411 3,858

ホール使用料 8,921 10,443

図書販売等 3,687 1,576 1,640 1,533 1,136

474,104 463,024 454,527 504,612 503,480

人件費（常勤職員）※ 172,006 155,875 169,452 158,183 143,385

人件費（非常勤職員）※ 26,323 25,846 25,937 25,800 27,982

館運営(ホール含む) 212,455 215,548 192,967 250,812 257,537

博物展示 45,856 48,329 51,788 53,812 55,663

教育普及活動 2,864 2,758 3,062 2,599 2,883

調査研究(含資料購入) 14,600 14,668 11,321 13,406 16,030

-432,459 -424,612 -414,464 -458,334 -454,355

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

社会教育法、博物館法、群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

群馬県立自然史博物館

文化振興課 ■直営 □指定管理者

建設費（単位：千円）

・Ｈ１７までは博物館と文化ホールは一体管理。
・H１８からは、文化ホールのみに指定管理者制度(利用料金制)導入。ホール使用料収入は０円
となった。施設の運営経費のうち、光熱水費や警備など区分不可能な経費は、すべて博物館が
負担している。
・Ｈ１９は、博物館情報システム(収蔵品管理・来館者情報提供等)の更新のため運営費が増加。

設置年月日 平成8年4月1日

建物規模（延べ床面積、階) 延べ床面積12122.38㎡、地上２階一部３階 地下１階

収支の主な増減理由

支 出（②）

・自然の生い立ちや郷土の豊かな自然環境に関する県民の理解を深め、併せて県民の文化活動を援助
し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与する。

10,509,920（内展示工事費2,350,984）
（かぶら文化ホールを含む）

敷地面積（所有者）

備考（大規模改修等）

18,120.8㎡（富岡市）

区 分

収 入（①）

収 支（①－②）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

17 18 20 19 18

10 10 10 11 11

27 28 30 30 29

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

178,134 202,479 223,303 192,865 189,402

有料利用者数（人） 53,236 60,907 62,612 56,936 57,588

無料利用者数（人） 124,898 141,572 160,691 135,929 131,814

※１ 見込数を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

７ 管理運営上の課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

①近隣の県民でも、博物館の存在を知らない人もいるので、継続的な広報とその方法を工夫していく
ことが必要である。
②学校からは、「展示を見るだけでなく体験活動が行いたい」という声や、「屋内で昼食がとれる場所
が欲しい」との意見がたくさん寄せられる。こうしたニーズに対応して、多くの子どもたちが充実した体
験ができるようにすることが必要である。

①建物の経年劣化により、雨漏りが頻発して来館者の苦情がある。
②かぶら文化ホールとの併設という構造上の問題もあり、博物館や文化ホールの入り口が分かりに
くいという指摘を受けることがある。
③常設展示の剥製標本が傷んでおり、展示品の質が低下している。
④研究機関として、生物の生息環境の急激な変化の現状把握、調査、問題解決を研究し、その根拠
となる資料を適切に保管して次世代に繋ぐことが博物館としての使命であるが、収蔵資料を保管する
ための温湿度管理及びそのスペースの確保が急務となっている。

①県民の皆さんに自然環境への関心を高め、環境保護への取り組みや関心を喚起してもらうことは
もとより、国内外における群馬県の自然環境に関する研究を発表し、群馬県の自然環境等の重要性
を理解してもらうため、今後ますます高度な研究を行う専門学芸員が求められている。
②初めて来館する人には常設展が充実していることで一定の評価を得ている。リピーターを増やし、
満足してもらうためには、常設展示の定期的な更新と、魅力ある企画展の実施が必要である。

合 計

常勤職員

非常勤職員

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

目標利用者数（人）※２

施設稼働率（％）※３

稼働率対象施設（設備）

利用者の主な増減理由
１８年度は、開館１０周年記念企画展を開催したため入館者数が増加した。天
候に左右されることも多い。

区 分

年間利用者総数（人）
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H21.1

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

使用料（１日） 200

1,849.72㎡（群馬県病院局）

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

18,851 18,829 18,647 17,371 17,288

国庫補助金 17,537 17,537 17,537 16,405 16,395

利用者負担金（光熱水費） 1,314 1,130 957 814 755

雑入（公衆電話利用料） 0 162 153 152 138

81,805 83,520 82,685 83,345 84,198

人件費（常勤職員）※ 54,565 54,487 53,826 53,252 52,875

人件費（非常勤職員）※ 19,566 19,616 20,283 21,498 21,257

事業費 7,674 9,417 8,576 8,595 10,066

-62,954 -64,691 -64,038 -65,974 -66,910

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

※雑入（公衆電話利用料）は、例年当初予算には未計上

262,454千円

支 出（②）

収 支（①－②）

区 分

■直営 □指定管理者

平成7年3月1日

収 入（①）

回復途上にある精神障害者に一定期間居室その他の施設を提供し、入所による生活訓練を通して、日
常生活の障害の軽減、自主的な生活を維持する能力の増進を図り、精神障害者の社会復帰を促進する
ことを目的とする。

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

613.98㎡ ２階建て

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）
障害者自立支援法附則第４８条
群馬県精神障害者援護寮の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

群馬県精神障害者援護寮

障害政策課

収支の主な増減理由

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

5 6 6 6 6

10 9 9 9 9

15 15 15 15 15

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

13 18 17 15 14

有料利用者数（人）※4 13 18 17 15 14

無料利用者数（人）

※１ 見込数を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

※４ 利用者数は、年間入所者の平均数値を使用

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

○障害者自立支援法の施行により、新体系事業への移行が必要となっている。
○県立精神医療センターに隣接する施設として、同センターと連携し重症・処遇困難例の積極的な受
け入れと心神喪失者等医療観察法対象患者の社会復帰に向けた受け入れが求められている。

内 容

稼働率対象施設（設備）

常勤職員

非常勤職員

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

利用者の主な増減理由

目標利用者数（人）※２

区 分

年間利用者総数（人）※4

施設稼働率（％）※３
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H21.4

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

一般 200

大学生・高校生 100

※中学生以下は無料

※団体割引あり

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

3,900 3,236 3,058 3,192 3,444

使用料収入 3,900 3236 3,058 3,192 3,444

18,480 19,767 19,845 19,569 18,159

人件費（報酬、共済、賃金、報償等） 9,628 9,700

委託料 18,480 18,480 18,536 2,236 2,237

需用費 1,271 994 7,564 6,100

その他（役務、備品、公課等） 16 315 141 122

-14,580 -16,531 -16,787 -16,377 -14,715

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)

収支の主な増減理由

支 出（②）

収 支（①－②）

群馬県水産学習館

蚕糸園芸課

区 分

収 入（①）

水産学習館は、河川等の内水面における水産動植物の繁殖保護、利用等に関する県民の理解を深
め、もって内水面漁業の振興に寄与するため設置された。

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

群馬県水産学習館の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

鉄骨造平屋建、延べ床面積 381.5m2、１階

１９４，７０２ (千円)

H20屋上防水及び空調施設改修 8,663（千円）

□直営 ■指定管理者

昭和６２年４月１５日

591m2 （群馬県）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

1 1 2 4 4

4 4 3 2 2

5 5 5 6 6

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

27,124 32,568 31,456 33,575 36,360

有料利用者数（人） 14,500 19,484 18,493 19,317 21,113

無料利用者数（人） 12,624 13,084 12,963 14,258 15,247

※１ 見込数又は実績を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

利用者の主な増減理由
平成２０年度は、都市緑化フェアの影響及びツツジの開花期間が短かったた
め花山時期の公園全体の入園者減したことにより、入館者が減少した。

目標利用者数（人）※２

区 分

年間利用者総数（人）

施設稼働率（％）※３

稼働率対象施設（設備）

常勤職員

非常勤職員

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

建物本体に係る大規模な修繕は、平成２０年度に実施済みのため、今後１０～１５年程度は継続し
て施設を使用できるが、展示施設や機械設備は順次更新が必要であり、小・中規模の修繕は継続し
て行わなければならない。

入館者数に季節によってのバラツキがある。
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H21.1

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

使用料 （別紙）

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

1,360 1,671 1,360 2,029 2,141

施設使用料収入 817 1,135 817 1,442 1,538

行政財産使用に伴う光熱水
費収入 522 515 514 587 603

雑入（嘱託雇用保険料本人
負担分） 21 21 29 0 0

75,466 72,595 69,427 60,591 61,166

人件費（常勤職員）※ 57,558 56,162 51,490 44,075 43,140

人件費（非常勤職員）※ 5,024 5,029 5,074 5,713 5,663

管理・事業費 12,884 11,404 12,863 10,803 12,363

-74,106 -70,924 -68,067 -58,562 -59,025

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)

・平成18年度職員1名増。
・平成18年度の施設使用料収入の減額は、下期にA棟の内装改修工事を実
施し入所制限を行ったため。
・平成20年度の管理・事業費の増額は、平成19年度まで生涯学習課予算とし
ていた修繕費等を、各施設の予算としたため。

収支の主な増減理由

支 出（②）

収 支（①－②）

群馬県立北毛青年の家

教育委員会 生涯学習課

区 分

収 入（①）

青年の心身ともに健全な育成に資するため

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第30条
群馬県立北毛青年の家の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

1,883㎡ 2階

41,254

平成18年度A棟内装改修工事（34,871千円）、
平成19～20年度体育館解体・新築工事（170,713千円）

■直営 □指定管理者

昭和43年4月1日

149,803㎡（高山村から無償借受）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

6 6 6 5 5

5 5 5 5 5

11 11 11 10 10

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

21,300 24,050 20,231 24,718 28,529

有料利用者数（人） 2,300 4,189 2,871 5,004 5,254

無料利用者数（人） 19,000 19,861 17,360 19,714 23,275

22,000 21,000 25,000 29,000 28,000

32 35 31 37 43

※１ 見込数を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 宿泊棟についての数値を記入。年間利用者総数／（宿泊定員×開所日数）で算出

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

少子化の影響により、関係団体（学校等）の団体数や構成員数は年々減少傾向にある。しかしなが
ら、学習指導要領の改正により、児童・生徒の体験活動は今後さらに重要視されるところである。
また、利用の減少する冬期において、利用促進を図ることが課題である。

利用者の主な増減理由

・平成18年度は下期にA棟の内部改修工事を実施したため、入所制限を行っ
た。
・平成19年度下期から体育館解体・新築工事中（平成21年6月末完成予定）
・県外者や企業研修等の増減。

目標利用者数（人）※２

区 分

年間利用者総数（人）

施設稼働率（％）※３

研修室、和室、体育館

児童期における自然体験等は人の心の形成に大きく影響するといわれているが、効率性や経済性
が優先する中で、青少年の自然体験への認識が薄らいでいる。

稼働率対象施設（設備）

常勤職員

非常勤職員

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

宿泊施設等は昭和43年の設置以来、築40年が経過し、各所に老朽化が見受けられる。
施設の安全保持と、幅広い利用を図るため、改修・修繕等を必要としている。
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（別紙）

昼間 夜間 宿泊料 昼間 夜間 宿泊料

研修室 310 420 630 800

和室 200 260 410 310 420 620

体育館 480 630 960 1,230

キャンプ場 50 200

テント 310

１ 甲類は次のいずれかに該当するもの。乙はそれ以外のもの。

イ 青年（満16歳以上25歳未満のもの）の団体

ロ 使用の目的が青年教育の指導者養成等に関するものでイに掲げるもの以外

２ 昼間（9時～17時）、夜間（17時30分～22時）

３ 県外者の宿泊料は830円

※使用料の減免制度もあります。

１張りにつき

１人１回につき

使用料一覧（円）

乙類甲類
区分

１人１回につき
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H21.1

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

使用料 （別紙）

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

1,403 2,297 1,403 1,551 1,465

施設使用料収入 460 1,278 460 579 494

行政財産使用に伴う光熱水
費収入 943 1,019 943 972 971

73,779 67,215 63,196 66,049 76,191

人件費（常勤職員）※ 61,898 55,605 50,813 55,493 59,930

人件費（非常勤職員）※ 1,347 1,346 1,346 1,351 1,414

管理・事業費 10,534 10,264 11,037 9,205 14,847

-72,376 -64,918 -61,793 -64,498 -74,726

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)

・平成17年度職員1名減。
・平成18年度病休職員分の給与が減額。
・平成20年度の管理・事業費の増額は、平成19年度まで生涯学習課予算とし
ていた修繕費等を各施設の予算としたため。

収支の主な増減理由

支 出（②）

収 支（①－②）

群馬県立妙義少年自然の家

教育委員会 生涯学習課

区 分

収 入（①）

少年の心身ともに健全な育成に資するため

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第30条
群馬県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

2,231㎡ 2階

104,189

S54：ﾛﾋﾞｰ増築、H3：厨房下屋増築、H18：屋外ﾄｲﾚ新築
（16,580千円）

■直営 □指定管理者

昭和46年8月1日

16,807㎡（富岡市から無償借受）
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５ 職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

6 6 6 6 7

2 2 2 2 2

8 8 8 8 9

６ 施設利用の状況

◇利用状況

２０年度※１ １９年度 １８年度 １７年度 １６年度

19,000 19,924 18,209 17,344 18,794

有料利用者数（人） 2,400 2,517 973 1,270 664

無料利用者数（人） 16,600 17,407 17,236 16,074 18,130

19,000 19,000 18,000 19,000 18,000

37 39 36 34 37

※１ 見込数を記入

※２ 目標利用者数を設定していない場合は無記入

※３ 年間利用者総数／（宿泊定員×開所日数）で算出

７ 管理運営上の所管課としての課題
◇課題の状況

区
分

施
設
面
の
課
題

運
営
面
の
課
題

そ
の
他
の
課
題

児童期における自然体験等は人の心の形成に大きく影響するといわれているが、効率性や経済性
が優先する中で、青少年の自然体験への認識が薄らいでいる。

利用者の主な増減理由 県外者及び企業研修等の増減による。

目標利用者数（人）※２

区 分

年間利用者総数（人）

施設稼働率（％）※３

稼働率対象施設（設備）

常勤職員

非常勤職員

合 計

※１ 指定管理者導入施設については、主に指定管理業務に従事する職員数を記入（主に自主事業業務に従事している職員、
一部指定管理業務に従事しているが大部分を他の会社（団体）業務等に従事している場合は記入しない。）

内 容

宿泊施設等は昭和46年の設置以来、築37年が経過し、各所に老朽化が見受けられる。
施設の安全保持と、幅広い利用を図るため、施設の耐震性の改善を早急に図る必要がある。

少子化の影響により、関係団体（学校等）の団体数や構成員数は年々減少傾向にある。しかしなが
ら、学習指導要領の改正により、児童・生徒の体験活動は今後さらに重要視されるところである。
また、利用の減少する冬期において、利用促進を図ることが課題である。

研修室、体育館、宿泊室、炊飯場等
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（別紙）

昼間 夜間 昼間 夜間

研修室 480 630 800 960

体育館 480 630 960 1,230

和室（宿泊料） 410 620

１ 甲類は次のいずれかに該当するもの。乙はそれ以外のもの。

イ 少年（小学校・中学校・高等学校並びにこれらに類する学校、その他の施設の児童及び生徒）の団

ロ 少年の団体の指導者及びその団体

ハ 使用の目的が少年の教育又は健全育成に関するものでイ及びロに掲げるもの以外

２ 昼間（9時～17時）、夜間（17時30分～22時）

３ 県外者の宿泊料は830円

※使用料の減免制度もあります。

１人１泊につき １人１泊につき

使用料一覧（円）

区分
甲類 乙類
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H21.1

現在の運営方法

２ 施設の設置目的

３ 施設の概要 ◇入園料・利用料等 （円）

区分 金額

使用料 （別紙）

※該当項目が多い場合は、別紙も可

４ 管理運営コストの状況

◇収支状況 （千円）

２０年度（当初予算額） １９年度（決算額） 18年度（決算額） 17年度（決算額） 16年度（決算額）

4,183 3,696 4,183 3,880 3,164

施設使用料収入 2,415 1,901 2,415 2,596 1,844

行政財産使用に伴う光熱水
費収入 1,768 1,795 1,768 1,284 1,320

92,893 81,388 85,467 84,746 87,593

人件費（常勤職員）※ 76,750 66,631 70,567 68,684 69,298

人件費（非常勤職員）※ 1,511 1,510 1,510 1,825 1,907

管理・事業費 14,632 13,247 13,390 14,237 16,388

-88,710 -77,692 -81,284 -80,866 -84,429

※直営施設については、常勤職員と非常勤職員の人件費を区分して記載

建設費（単位：千円）

建物規模（延べ床面積、階)

・平成20年度の管理・事業費の増額は、平成19年度まで生涯学習課予算とし
ていた修繕費等を各施設の予算としたため。

収支の主な増減理由

支 出（②）

収 支（①－②）

群馬県立東毛少年自然の家

教育委員会 生涯学習課

区 分

収 入（①）

少年の心身ともに健全な育成に資するため

設置年月日

備考（大規模改修等）

敷地面積（所有者）

公共施設のあり方検討委員会対象施設個表

１ 施設の設置根拠（法律、条例等）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第30条
群馬県立少年自然の家の設置及び管理に関する条例

施設の名称

所管課

2,885㎡ 2階

202,576

■直営 □指定管理者

昭和54年11月1日

68,358㎡（太田市から無償借受）
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